
基本計画の審議の進め方（案） 
 

5/28 第４回審議会（全体会議） 

基本計画(原案)の諮問 

 

６月〜８月 審議会分科会 

○「人・暮らし分科会」「産業振興分科会」「都市・環境分科会」の３つの分科会

を、それぞれ３回ずつ開催予定（延べ９回、各回最大 3時間程度） 

 《各分科会の所管》 

人・暮らし ﾃｰﾏ 1:子ども・子育て、ﾃｰﾏ 2:市民福祉、ﾃｰﾏ 6:生きがい・文化 計 12 施策 

産業振興 ﾃｰﾏ 3:産業振興 計 7 施策 

都市・環境 ﾃｰﾏ 4:生活基盤、ﾃｰﾏ 5:環境・景観 計 13 施策 

※「人口」「基本姿勢」は、全分科会で審議 

○第１回分科会 

（人・暮らし 6/28 14:00～、産業振興 6/27 9:30～、都市・環境 6/27 14:00～） 

○第２回分科会（７月上～中旬） 

 第１回、第２回分科会で質疑・意見交換を行う。 

 

 

 

 

 

○第３回分科会（７月下旬～８月上旬） 

修正案の確認・調整 → 分科会報告書作成 

《分科会報告書のイメージ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月中旬～下旬 答申書（基本計画・審議会案）調整 

事務局で分科会報告書を取りまとめ、答申書案作成 → 正副会長確認 

※意見調整が必要な場合など、必要に応じて正副会長・分科会長で協議 

 

８月下旬～9 月初旬 第５回審議会（全体会議） 

(1) 各分科会から審議内容報告、答申書の全体確認・決定 

(2) 答申 

 

※８月～９月 市民アンケート実施 → アンケート指標の基準値・目標値設定 
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意見反映を検討 → 第 3 回分科会に修正案を提案 

※修正案には、パブリックコメント（市民意見聴取手続）への対応や、
時点修正なども反映させる予定 

○市  


